
子育てサロン萱の芽

ピンシャンかいがや

のびのび in 桂萱公民館
【日時】6月30日(金)午前10時～11時30分
【会場】桂萱公民館２階和室
【内容】歯磨き指導
【費用】無料（水分補給の飲み物はご持参ください）
【対象】０歳から３歳までの未就園児とその親
【問合せ】吉田☎０８０-1２８２-２３５７

【日時】6月27日（火）午後1時30分～3時
【会場】桂萱公民館１階ホール
【内容】ピンシャン元気体操･頭の体操など
【費用】無料
【問合せ】五十嵐☎０２７-２６９-０８１４

※各日、午後１時～２時３０分
【会場】桂萱公民館２階和室
【対象】①②③子どもと保護者
          ④生後3～12ヶ月頃の子どもと保護者
【費用】無料　
【問合せ】愛泉保育園 ☎027-２６８-３４２３

地域子育て支援センター事業(実施＝愛泉保育園)

６月６日（火）
６月１３日（火）
６月２０（火）
６月２７日（火）

①洗濯バサミで遊ぼう

②紙コップでおもちゃ作り

③子育てお母さんの会「離乳食のすすめ方」

④赤ちゃんの日

日 時 内 容

※各イベントとも都合により、変更・中止になる場合があります。
事業の詳細は各主催者にご確認ください。

【広告料】１枠月2,000円（広告枠2.5cm×4cm程度）　 
【募集枠】４枠程度（※掲載要件あり。お問合せください）
【発行先】各公共機関及び桂萱公民館管内12,500部発行
【問合せ】公民館報桂萱発行委員会（桂萱公民館内 ☎027-261-0111)

公民館報桂萱に広告を出しませんか？
広告
募集

学びをとめない 桂萱公民館オンライン講座

桂萱公民館では地域紹介、体力向上企画
や料理などのオンライン講座を市公式
Youtube動画で公開中です。ぜひご覧く
ださい。

前橋市・前橋市教育委員会作成
人権啓発リーフレット『やさしい心』から －女性―
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「タウンミーティング」に参加しませんか 統計調査協力員を募集しています

６月２３日から２９日までは「男女共同参画週間」です

開館
時間

休館日 ６月５日（月）・６月１２日（月）
６月１９日（月）～６月２２日（木）
６月２６日（月）

※6/19(月)～6/22(木)までの4日間は蔵書点検のため休館
   します。返却ポストはご利用いただけます。

　平日　　午前10時～午後6時
　土日祝　午前10時～午後5時　

前橋市立図書館桂萱分館からのお知らせ

市立図書館桂萱分館☎027-261-3723

右記の二次
元コードか
ら視聴でき
ます

市長が市民と第七次前橋市総合計画や地域課題について直接
語り合う「タウンミーティング」を開催します。事前申込みにな
りますので、下記までお問い合わせください。

【対　象】本市に在住・在勤の方
【日　時】６月２７日（火）午後７時
【場　所】桂萱市民サービスセンター
【申込み・問合せ】市民協働課
                      ☎027-898-6644
                      メール kyoudou@city.maebashi.gunma.jp

【日　時】①６月２０日（火）～２９日（木）8：30～17：15
　　　　②７月  １日（土）～１３日（木）8：30～17：15
　　　　③７月１５日（土）～２７日（木）8：30～17：15
【会　場】①市役所１階ロビー
　　　　②永明公民館
　　　　③上川淵公民館
【問合せ】共生社会推進課人権・男女共同参画係
　　　　☎027-898-6517

内閣府が公募で決定した「無くそう思い込み、守ろう個性　み
んなでつくる、みんなの未来。」というキャッチフレーズのもと、
性別にかかわりなくそれぞれの個性と能力を発揮できる「男女
共同参画社会」の実現をめざしています。
本市ではパネル展示を行います。ぜひご覧ください。

【対　象】本市在住の２０歳以上で、税務・警察・選
　　　　挙などに直接関係がなく、調査で知り得
　　　　た秘密を守れる方
【報　酬】１調査３～５万円程度
【申込み】随時。登録申請書等の記入が必要です
　　　　ので、下記までご連絡ください。
【問合せ】情報政策課統計分析係
　　　　☎027-898-6515

【女性】
女性と男性は平等であるということは、日本国憲法に定められていま
す。さらに、男女共同参画社会基本法には男女の人権の尊重を掲げ、男
女の個人としての尊厳の重視、性別による差別的取り扱いの禁止、個人
としての能力を発揮する機会の確保等がうたわれています。しかし、職
場等における男女差別や、セクシャル・ハラス
メント、配偶者やパートナーからの暴力、スト
ーカーといった女性に対する人権侵害が依然
として発生しており、大きな社会問題となって
います。これらの問題の解決のためには、女性
と男性が対等なパートナーとして認め合い尊
重し合うことが大切です。

統計調査実施時に調査対象となる世帯や事業所を訪問して、調
査の説明、調査票の配布・回収などを行う統計調査協力員を募集
しています。


